
 

企業会計の仕組み 

 

 

収益的収支と資本的収支の２本立てで構成されています。 

 

■収益的収支(３条) ⇒ 汚水を処理するための維持管理費や使用料徴収などの経費と財源 

（維持管理活動） 

         収益 ： 下水道使用料、加入負担金、他会計負担金、長期前受金戻入など 

         費用 ： 職員給与費、動力費、修繕費、減価償却費、支払利息など 

■資本的収支(４条) ⇒ 施設整備のための工事費など将来の収益の投資経費と財源 

（施設整備活動） 

         収入 ： 企業債、国県補助金、工事負担金、他会計補助・負担金など 

支出 ： 建設改良費、企業債元金償還など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

収益的収支 資本的収支 

①減価償却費 

内部留保資金 

③収支不足額 

②純利益 

事業収益 事業費用 資本的収入 資本的支出 

職員給与費 

動力費 

支払利息 

その他営業費用 

その他営業外費用 

下水道使用料 

他会計負担金 

その他営業収益 

加入負担金 

長期前受金戻入 

その他営業外収益 

企業債 

国県補助金 

工事負担金 

他会計負担金など 

建設改良費 

企業債償還金など 

※①減価償却費 ： 現金の支出を伴わない経費 

②純利益    ： １年間の事業活動で生み出された利益 

補てん財源  

※③収支不足額 ： 資本的支出に対する資本的収入の不足額 

○通常、下水道事業会計において、収益的収支は黒字、資本的収支は赤字となる。 

○資本的収支の不足額は、収益的収支の減価償却費や純利益などの補てん財源や、 

過去の事業活動により得られた内部留保資金により補てんする。 



資料１０ 

 収益的収支（３条） 汚水を処理するための維持管理費や使用料徴収などの経費と財源 

  【事業収益】 

   ［営業収益］ 

    １．下水道使用料 

    ２．他会計負担金   ：一般会計が負担すべき雨水処理にかかる経費の収入 

    ３．その他営業収益  ：資源循環施設から発生する汚泥を使った肥料の販売収入など 

   ［営業外収益］ 

    １．加入負担金    ：公共下水道区域以外で、下水道に接続するための負担金 

    ２．他会計負担金   ：一般会計が負担するべき維持管理にかかる経費の収入 

    ３．長期前受金戻入(※）：過去の施設整備の財源である補助金や工事負担金のうち、当該年度の 

                減価償却費に見合う額を収益化したもの 

    ４．その他営業外収益 ：利息、土地貸付料など 

  【事業費用】 

   ［営業費用］ 

    １．職員給与費    ：給料、手当など 

    ２．動力費      ：処理場や中継ポンプ施設などの電気料金 

    ３．修繕費・工事費  ：施設の建物や機器修繕、下水道管補修などの維持管理費 

    ４．負担金      ：県営処理施設の利用にかかる負担金、使用料徴収に係る経費など 

    ５．減価償却費（※） ：資産の耐用年数に応じて、資産価値の減少分を費用化したもの 

    ６．資産減耗費（※） ：資産を除却する際に、減価償却されていない残りの資産価値を費用 

                化したもの 

    ７．その他営業費用  ：施設の維持管理業務や水質検査業務に係る委託経費など 

   ［営業外費用］ 

    １．支払利息     ：企業債の償還利息 

    ２．その他営業外費用 ：消費税など 

 

  資本的収支（４条） 施設整備のための工事費など将来の収益の投資経費と財源 

  【資本的収入】 

    １．企業債      ：建設改良工事や企業債償還元金に充てるための国等からの借入金 

    ２．他会計補助・負担金：一般会計が負担すべき負担金や補助金 

    ３．国県補助金    ：建設改良工事（補助事業）を実施するための国や県からの補助金 

    ４．工事負担金    ：公共下水道事業で未普及整備を行った区域の受益者に係る建設負担金 

と、公共工事に伴う下水道管等の支障移転に係る工事補償金 

    ５．貸付金償還金   ：水洗便所融資あっせん制度に伴う金融機関からの預託金返還金 

  【資本的支出】 

    １．建設改良費    ：下水道施設の整備に係る工事費、県営処理施設の整備に係る建設負担金 

    ２．企業債償還金   ：企業債の償還元金 

    ３．貸付金      ：水洗便所融資あっせん制度に伴う金融機関への預託金  

 

    ※は収益、費用の計上にあたり、現金の移動を伴わない項目 


